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【今月の法改正等のお知らせ】 最近の気になる改正等の情報 
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※続きはＰａｇｅ１-２（会員）で記載しています。 

消費者庁ＨＰ 「意見募集」資料から作成 

＜食品表示基準の一部を改正する内閣府令（案）に関する意見募集について＞ 
食品表示基準第４次改正案のパブリックコメントが１１月８日まで意見募集中です。 
 

＜主な改正点２項目＞ 

「遺伝子組換え表示制度に関する検討会報告書」（平成30年３月28日遺伝子組換え表
示制度に関する検討会）を踏まえ、食品表示基準（平成27年内閣府令第10号）に規定さ
れている遺伝子組換えに関する任意表示の制度を改正し、 
① 分別生産流通管理を実施し、遺伝子組換え農産物の混入を５％以下に抑えている 
  ものについては、適切に分別生産流通管理している旨、事実に即した表示を、 
② さらに、遺伝子組換え農産物が不検出の場合には「遺伝子組換えでない｣旨の表示 
  を認めることとする。規格基準が設定されたことに伴い、基準を一部改正。 

非ＧＭＯを分別し、
ＧＭＯ5％以下でも
ＧＭＯ検出されれば
アウトです。 

ＧＭＯの混入を防ぐ
ための分別である
旨の表示が必要。 

■猶予期間は平成35年（２０２３年）３月31日まで（案）です。 



７ 

  【先月の回収事故の分析】 ２０１８年９月 

3 Ｐａｇｅ２               食品法令 

旧基準：ナトリウムとしてｍｇ表示（１０００ｍｇ以上の場合はｇ表示可） 
    ↓ 
新基準：食塩相当量としてｇ表示 
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事件 時期 回収内容 

栄養成分の値の
単位の間違い 

 ２０１８. ９.７  
 農業組合のトマトジュースにおいて、栄養成分表示
内の食塩相当量について、正しくは「ｇ」にて記載すべ
きところを誤って「ｍｇ」と表示しておりました。 

 該当商品は炭水化物の表示がなく内訳表示されていないものであった。また、βーカロテン当量を栄養成分の枠内に表示していま
した。 

※ 解説はＰａｇｅ２-２（会員）で記載しています。 



  【案内】 調理冷凍食品の原材料配合割合は必要か？ 
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地方自治体の条例にも表示ルールがあるよ 

＜都条例の場合＞ 

例えば、調理冷凍食品で「原材料配合割合」を表示させている自治体は東京都の他に神奈川県、
名古屋市、京都市、大阪市、神戸市があります。 

都条例では、都内で消費者向けに販売される商品につ
いて右表の４品目について表示を義務付けています。 

東京都消費生活条例では、法令で規定のない品
目又は事項について表示の基準をつくり、基準に
あった表示をするよう事業者に義務付けています。 

違反した場合は、都条例第４８条及び第５０条の規定に基づき、次の
措置がとられます。 
（１） 製造者等に対して、違反表示内容等を是正することを指導 
（２） その指導に従わない場合は、是正を勧告 
（３） その勧告に従わない場合は、その旨を公表 
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      コラム【Ｑ＆Ａ】 
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※ 解答と解説はＰａｇｅ4-２（会員）で記載しています。 

 

【Ｑ７８】 増粘多糖類は増粘の文字を含むので増粘剤又は糊料の用途名を省略 

     できます。糊料（加工デンプン、増粘多糖類）の場合、糊料（加工デンプン）、 

     増粘多糖類と表示できますか？ 

 

 糊料は汎用性の
ある文言だよ。 

疑問をほぐす 

＜食品表示基準より＞添加物を含む旨の表示中「増粘」の文字を含む場合は「増粘剤」
又は「糊料」の用途の表示を省略することができる。 



   
食品表示基準Ｑ＆Ａの第５次改正（平成３０年９月）から、これまでの表示ルール
と変更された内容について、確認して参ります。 

個別品目の横断的義務表示事項である原材料名の表示方法は別表第４に従い表
示することになっていいましたが、一部例外が認められました。 

コラム【ちょっと深く、考える】 
 

第５次改正 基準Ｑ＆Ａについて 
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※ 解説はＰａｇｅ５-２（会員）で記載しています。 

砂糖類や野菜、果実、食肉等の同種の原材料は個別品目の別表四のルールにしばられず、その他の一般食品と同様にまと
めて表示できることになりました。 
消費者にわかりやすい表示になるのであれば、従来の個別表示の表示方法にこだわる理由はないということだと思います。 

例えば、個別の
ルールに記載がなく
ても、砂糖類でくくる
ことができます。 



  ステップ3：食品ラベルと広告の強調表示の使用 

シンガポールの食品表示の対訳 

Ｐａｇｅ６ 

食品輸出するために 
英語に強くなる。 

＜単語集＞  criteria： 基準   appropriately：適切に   approve：承認する    AVA or HPB：農業・食品・獣医庁ｏｒ健康増進庁   
                 substantiate： 実証する        
ingredient  metho分析 

海外シリーズ

その４６   

            原文                                     対訳 

海外の食品表示の内容を知ることにより輸出や輸入業務に役立ててください。東南アジアを中心に主要国の英文対訳を掲載します。 
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【次号１１月につづく】 

1.あなたの製品が栄養強調表示、

ビタミンおよびミネラルおよび健康
強調表示している場合は、それら
は許可されたものですか？ 

2.あなたの製品が許可された強

調表示の場合は、強調表示の基
準を満たしていますか？ 

3.強調表示は適切に表現されて
いますか?  

4.承認された栄養素特有のダイ

エット関連の健康強調表示を使用
したい場合は、AVAまたはHPBに
申請しましたか？ 

5.現在の科学的証拠によって実

証された新しい健康強調表示を
申請した場合、何をすべきです
か？ 

21－34頁参照 

31－34頁参照 

35頁参照 
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著作権法によりこう食品法令の事前の許可なしに複写・引用等の使用は禁止されています。 
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 （編集後記） 年会員の会費で当ＨＰが運用されています。年会員限定のサービスを希望される方は、
お手数ですがお問い合わせフォームから、年会員（月にコーヒー１杯の価格相当分です）の登録をお
願いいたします。ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

 会員の皆様には実務に役立つ定期機関紙をお送りしております。また、法令等の実務上のご質問も
承ります。また、日頃の疑問点の判断資料として当コンサルをご利用くだされば幸甚です。実務上で
困った時のご相談もお待ちしております。 
２０１８年も実務に役立つ内容になるよう、発信してまいります。 
 
 

 

A Guide to Food Labelling, Kou  

（セネカ） 


